
新兵庫県地球温暖化防止推進計画（改訂案）の概要 
 

 兵庫県における 2002年度における温室効果ガス総排出量は、1990年度（基準年度）
に比べて 1.3％増加（国は 7.6％増加）しており、現状で推移した場合､2010年度には
3.1％増加する見込みであり、2000年７月に策定した「新兵庫県地球温暖化防止推進
計画」目標の達成が厳しい状況となっている。 

 このため京都議定書目標達成計画を勘案し、「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を
見直し、地球温暖化対策推進法の規定による法に基づく計画として求められている①

温室効果ガス別、部門別目標削減量②県、市町、事業者の役割と責務などを盛り込み 
  国の温暖化対策の中で県としての取組を進めていく。 

 本県の温室効果ガス排出量は 7,399万トン（2002年度）であり、そのうち 94.8%は二酸化炭 
  素が占め、産業部門が､68.8％を占める 

 近年は民生部門、運輸交通部門からの排出が増加 
 地球温暖化防止のための対策を現状で続けた場合、2010年度の温室効果ガス排出量は 1990 
  年度に比べて 3.1%の増加と予測され、合計 9.1％の削減が必要である。 
● 森林吸収と京都メカニズムは、全国レベルで実施すべきものであることから 9.1％から 5.5％ 
 分を差し引いた 3.6％以上の削減を目標年度に向けた温室効果ガスの削減目標とする。 

1. 兵庫県における地球温暖化対策の推進に関する基本的方向 

2. 兵庫県における温室効果ガスの排出抑制等に関する目標 

3. 兵庫県が先導する地球温暖化対策 

 
県民、事業者、行政が実施可能な最大限の努力を払うという姿勢のもと、2010年
度の温室効果ガス総排出量を、1990年度に比べ６％削減する 
 
 
・環境と経済の両立 
・全ての主体の参加・連携の促進とそのための透明性の確保、情報の共有 
・評価・見直しプロセス（ＰＤＣＡ）の重視 

目標達成に向けた推進体制  
 各主体が一体となった対策の推進 
 情報公開 

4. 地球温暖化対策を持続的に推進するために 

・グリーンエネルギー10倍増作戦 
・事業所等へのグリーンエネルギー導入促進 
・バイオマス利用の促進 

・地域・都市構造、交通システムに対する方策 
 省CO2型の都市デザイン 
 省CO2型交通システムのデザイン 

非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2､ﾒﾀﾝ､一酸化二窒素､代替フロン等対策の推進

５つの視点・１０の重点施策を中心に展開 
①条例による排出抑制計画に基づく削減対策の促進

②家庭や企業における省エネルギー行動等の推進 
③自治体による率先した取組の推進 
④自動車から排出されるCO2排出抑制施策の推進 
⑤グリーンエネルギーの導入促進 

・条例による温室効果ガス排出抑制計画（条例対

 象の追加）の策定・措置結果報告の義務づけ 
・工場におけるエネルギー管理の徹底

・住宅用太陽光発電等の導入の促進 
・省エネ機器等の導入促進 
・省エネ住宅の導入促進 
・省エネ行動の取組の推進 

・条例による温室効果ガス排出抑制計画の策定・

措置結果報告の義務づけ 
・クリーンエネルギー自動車等の普及拡大 
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟをはじめｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの推進等 
 

産

業

民
生
業
務

運

輸

県民運動の展開 

県における率先的取組 
・環境率先行動計画（ステップ３）に基づく取組の推進 
・環境創生15％システム 

複数の政策手法を組み合わせた総合的・体系的な取組の推

進 
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県の役割 
・施策の連携と広域的取組 
・地域の特性に応じた対策の実施 
・地域住民等への情報提供と活動推進 

市町の役割 
・実行計画及び推進計画の策定、実施 
・地域住民等への情報提供と活動推進・支援 
・国、県等との連携 

事業者の役割 
・創意工夫を凝らした取組 
・環境経営の取組促進 
・環境マネジメントシステムの導入促進 
兵庫県地球温暖化防止活動推進ｾﾝﾀｰの役割 
・地球温暖化防止に向けた普及啓発 
・地球温暖化防止活動の支援 
・地球温暖化に関する調査、情報の収集・提供 

県民の役割 
・日常生活に起因する温室効果ガスの排出の抑制 
・地球温暖化防止活動への参加 

エコハウスなどを活用した環境教育・学習の積極的展開 

 各主体の役割 

地球温暖化防止活動推進員・協力員の役割 
・地球温暖化防止に向けた民生部門における普及啓発 
・率先実施、情報提供 

地球温暖化対策地域協議会の役割 
・地球温暖化防止に向けた民生部門における普及啓発 
・情報提供 

目標 

共

 

通

環境に配慮したライ

フスタイル・ワークス

タイルへの転換 

持続可能な環境適合型

社会の形成を目指す 

 

 横断的施策 

ー

・条例による温室効果ガス排出抑制計画（条例対

 象の追加）の策定・措置結果報告の義務づけ 
・ｵﾌｨｽ・店舗等における省エネ機器の導入促進 
・省エネの自主的取組の推進 

基本的考え方 
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